
道産加工食品高付加価値化検討会議設置要領

（目的）

第１条 道産加工食品付加価値向上促進事業の実施にあたり、道産加工食品の高付加価値化の可

能性等についての検討に加え、より高度な専門的情報、知識、技術等を得るために、食品製造

業者、生産者、学識経験者等で構成される道産加工食品高付加価値化検討会議（以下「検討会

議」という ）を設置する。。

（業務）

第２条 検討会議は、次の事項について協議、検討する。

（１）道産加工食品の高付加価値化の可能性に関すること

（２）高付加価値商品開発特定テーマの選定に関すること

（３）事業の具体的な実施に係る基本的総合的な実施方法等に関すること

（４）事業の評価、試作品の販売展開方策等に関すること

（構成）

第３条 検討会議は、委員１２名以内をもって構成し、委員は、学識経験者、食品産業関連団体

等、消費者団体及び関係行政機関の役職員の内から、北海道経済部長が委嘱する。

（専門部会）

第４条 検討会議には 「新製品開発モデル事業」及び「売れる加工食品開発支援事業」を実施、

するため、専門部会（以下「部会」という ）を置く。。

、 、 、２ 部会は それぞれ事業の実施にあたり専門的な知見を有する者をもって構成し 委員は

北海道経済部長が委嘱する。

３ 部会は、必要に応じて、部会の進捗状況及び結果を検討会議に報告する。

（役員）

第５条 検討会議には、会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選とする。

３ 会長は、検討会議を代表して会務を統括する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

（招集）

第６条 検討会議は、北海道経済部長が招集する。

（座長）

第７条 検討会議の座長は会長が務める。

（事務局）

第８条 検討会議の事務局は、北海道経済部商工局産業振興課に置く。

（その他）

第９条 この要領に定めるもののほか、検討会議の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定め

る。

附 則

この要領は、平成１９年７月９日から施行する。
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